様式第４号（第９条関係）
川崎市教育委員会指令職企第　　　号　

　 　　年　　月　　日　

　　氏名：　　　　　
川崎市長　福田紀彦　　　
　　　年度川崎市立学校教員奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで交付申請のあった川崎市立学校教員奨学金返還支援事業補助金について、川崎市立学教員奨学金返還支援事業補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり交付することに決定しましたので、通知します。
１　補助金の交付決定額

　　            　　円
２　補助金交付の条件
（１）当該補助金は、毎月所定の額を、川崎市から独立行政法人日本学生支援機構に代理返還することにより交付する。
（２）交付決定者は、交付決定を受けた内容に変更があったときは、速やかに交付内容変更承認申請書（様式第５号）により申請し、市長の承認を受けなければならない。
（３）交付決定者は、各年度（要綱第１３条に規定する実績報告を行う年度を除く。）における３月の奨学金返還が完了次第速やかに、補助金状況報告書（様式第７号）により、奨学金の返還状況等について報告を行わなければならない。
（４）交付決定者は、要綱第５条第１項に規定する補助対象期間が経過した後速やかに、実績報告書（様式第８号）により、実績報告を行わなければならない。

（５）休業及び休職期間中についても補助対象期間とするが、要綱第５条第１項に定める補助対象期間に加えて、休業及び休職期間が含まれる期間と同じ期間の勤務を必要とする。このとき、退職までに勤務した期間が、勤務が必要な期間未満の場合は、その足りない月数に応じ、既に交付されている補助金について期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
（６）その他要綱に規定する条件
３　申請の取下げ

この交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知の日から起算し２週間以内に申請の取下げをすることができる。
（　　　　　課　　担当　　担当）
電話
